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建築確認の電子申請とは

従来、紙で申請していた建築確認申請を、一般財団法人建築行政センター（ICBA）が
作成した電子申請システムを利用して、電子で申請できるようになったものです。

不備の修正や、確認済証の交付まで全てシステム上で行います。

このマニュアルは、長野県に申請するものを対象にしています。
実際に電子申請を行う場合の注意事項、申請方法をまとめてありますので、
内容を確認の上、ご利用をお願いします。

また、従来どおり、紙で申請することもできます。
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１. 電子申請の対象規模・審査対象について
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建築基準法第６条第１項第三号の建築物

対象外：長野市、松本市、上田市、
岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市へ提出する確認申請

対象規模

長野県が受け付ける確認申請

審査対象

※従来どおり紙による申請も受け付けています。



２. 紙申請との違いについて

• 手数料の支払いはオンライン決済のみ

• 正本と副本の区別なし

   確認済みの申請書をデータで返却

• 確認済証は電子データで交付

• 事前調査報告書の提出が必須
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オンライン決済とは   P9

副本の代わりはどうしたらよいか

P11 

事前調査報告書とは P10

P12

電子申請を行う前に、紙申請との違いについてご確認ください



申請者 建設事務所 関係課

３. 電子申請時のフローについて
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引受審査

本審査

⑤補正・不備修正

⑦確認済証の交付

補正依頼・不備通知

④手数料納付申込・決済 手数料納付確認

市町村浄化槽担当部局①（対象の場合）浄化槽設計概要書提出

確認申請の提出前に、市町村浄化槽部局と協議を行い、協議済で
あることがわかるスキャンデータを確認申請に添付してください

③ICBA電子申請受付システムにより申請

確認申請書の電子提出と
同時に手数料納付を申込

P7

⑥ICBA電子申請受付システムより、
確認済証・副本をダウンロード

消防通知 消防署正本と副本の区別なし P11

電子申請受付システムへの登録、申請 P6

法定上の審査開始日は、システム上で受理をした
日の翌日とします。

市町村、関係機関②事前調査報告書・確認申請書の作成
浄化槽設計概要書（市町村と協議後）の写しを準備 ※事前調査報告書・確認申請書の作成時には、

市町村や関係機関と協議を行ってください。
景観条例等、市町村独自の条例がある場合が

ありますのでご注意ください。



４. 電子申請に必要な書類について

以下の書類の作成・申込を行ってください

電子申請システムで作成するもの

確認申請書

電子申請システムに添付するもの

浄化槽計画概要書の控えもしくはコピーのスキャンデータ（市町村印が押印済みのもの）

事前調査報告書（事前に該当項目について各関係機関及び市町村にご確認ください）

確認申請図書

工事届

ながの電子申請サービスで申込を行うもの

手数料のオンライン決済申込

上記について不備がある場合、引受ができません。必ず確認してください。
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５. 電子申請システムへの登録および申請について
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電子申請は一般財団法人建築行政情報センター（ICBA）の電子申請受付システムを使用します。

電子申請受付システムの新規登録、ログイン

https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/login

操作説明書等

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-list.html#system

https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/login
https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-list.html#system


６. 電子申請の申請先について

電子申請先は、以下のとおりです。
※限定特定行政庁（岡谷市、飯田市、諏訪市、塩尻市）に提出する確認申請は対象外。
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電子申請先（建設事務所） 建設地

佐久建設事務所 建築課
小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、
北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町

上田建設事務所 建築課 東御市、長和町、青木村

諏訪建設事務所 建築課 岡谷市※、諏訪市※、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

伊那建設事務所 建築課
伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、
宮田村

飯田建設事務所 建築課
飯田市※、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條
村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

木曽建設事務所 整備・建築課 上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

松本建設事務所 建築課 塩尻市※、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村

大町建設事務所 整備・建築課 大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村

長野建設事務所 建築課
須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川
村

北信建設事務所 建築課 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村



７. オンライン決済とは

オンライン決済とはながの電子申請サービスを用いた電子決済方法です。
クレジットカード、PayPay 、Payｰeasyが利用できます。

（申請手数料のオンライン決済について）https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/tesuryo/online.html

申込の
流れ

注意

⚫ ながの電子申請サービスの申込完了通知メールにある「整理番号」「パスワード」は、必ず保存してください。
⚫ 申請書（確認申請書等）の受理日は、支払い日（土日祝の場合は翌開庁日）となります。法定上の審査開始日は、

受理した日の翌日です。
⚫ 領収書の発行はできません。

HP
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８. 事前調査報告書とは
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電子申請を行う場合、事前調査報告書が必要になります。
事前調査報告書は、記載された項目について申請者が市町村等の関係部局と相談

又は協議し、その結果を記入するものです。

以下HPからダウンロードしてください。

⚫ 市町村発行の道路証明のみの提出は不可とします。
（事前調査報告書と合わせて提出は可）

⚫ 景観条例等、市町村独自の条例がある場合がありますので、
  事前調査報告書の記載に関わらず市町村等に確認をお願いします。

様式

注意



９. 副本の代わりはどうしたらよいか

• 電子申請受付システムに保存されたデータを、申請者が

   ダウンロードすることをもって、副本の返却とします。

• 副本は、当県に保存されるデータと同じものになります。

• 確認済証の交付と同時に、副本用のデータを電子システム

に保存します。

• 従来通り、紙の副本が必要な場合は、紙で申請してください。
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10. 確認済証は電子データで交付

ながの電子申請サービス上で、電子署名の有無を確認できます
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（URL）https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/verifysignature/verifySignature_initDisplay

電子申請システムから
ダウンロードした確認済証を添付

電子署名がされているPDFか、結果が
表示されます。

・確認済証は職責署名をつけた電子データで交付します。
・原本は職責署名のついたPDFデータとします。紙に印刷したものは写しという扱いになります。
（建築主へは職責署名のついてPDFデータをお渡しください。）

・紙の確認済証が必要な場合は、電子ではなく紙での申請をお願いします。

電子署名の確認方法

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/verifysignature/verifySignature_initDisplay


参考 関連ホームページ

関連ホームページ

〇（長野県）建築確認申請の電子化について

https://www.pref.nagano.lg.jp /kenchiku/kakunin/denshishinsei.html

〇（長野県）申請手数料のオンライン決済について

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/tesuryo/online.html

〇建築行政情報センター（ICBA）確認申請電子化のページ

https://www.icba.or.jp/denshishinsei/reception-system.html

〇ながの電子申請サービス（職責署名の確認ページ）

https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/verifysignature/verifySignature_initDisplay

〇（長野県）建築確認関係様式

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kakunin/yoshiki-2.html

〇（長野県）浄化槽整備について

https://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/jokaso/jokaso_seibi.html
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